
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 選考区分・採用予定人員・主な職務内容等 

選考区分 採用予定人数 主な職務内容等 

会計年度 
市民活動推進員 1 名程度 

1．特定非営利活動促進法に基づく認証・認定事務 
2．市民活動に係る相談業務 
3．市民活動推進センターでの講座、イベントの企画・運営 
4．市民活動に係る情報の収集及び提供業務 
5．市民活動推進センター管理業務  
（ 来訪者の受付、会議室の貸出受付等 ） 

6．その他市民活動促進に係る業務 

２ 受験資格 

  以下の1～4 のすべての要件を満たすことが必要です。 

1．市民活動に関心と意欲があり、市民活動に関する経験を 1年以上有する人又は企業におけ

る社会貢献活動担当等において同等程度の知識・経験を有する人 

2．次のいずれかに該当し、市民活動に関する相談その他の業務を適切に遂行できる知識と経

験を有する人 

（1）公的機関、中間支援組織等において市民活動に関する支援業務の経験を有する人 

  ※中間支援組織：市民、ＮＰＯ、企業、行政等の間にたって様々な活動を支援する団体 

（2）ＮＰＯ法人の設立、会計、税務について専門知識を有する人又は当該実務における 1年

以上の経験を有する人 

（3）ボランティアのコーディネーター（市民の社会参加の支援を行う者）の実績を有する人 

（4）その他（1）から（3）に類する知識・経験を有する人 

3．一般的なパソコン操作（ワード・エクセル）ができること 

4．次のいずれにも該当しない方 

・地方公務員法第 16 条の規定により、地方公務員となることができない者 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

イ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするも

の以外） 

会計年度市民活動推進員 募集要項 
              令和 6年 12 月 24 日 
（スポーツ市民局地域振興部市民活動推進センター） 

この募集要項を 

ご覧になる方へ 

会計年度市民活動推進員の募集は年齢不問です。 

意欲のある、多くの方の受験をお待ちしています。 



３ 申込み 

（1） 申込期間 

     令和 6年 12 月 24 日(火)から令和 7年 1月 14 日(火)まで 

  

（2） 申込方法 

下の書類（①②③）を市民活動推進センターまで郵送（1 月 14 日（火）必着）もしく

は持参してください。郵送の場合は、封筒の表面に「会計年度任用職員応募」と朱書の

上、簡易書留で郵送してください。持参の場合は、申込期間内（火曜日～日曜日）の午

前 9時から午後 5時まで受付します。書類に不備、不足がある場合は、受付できません

のでご注意ください。     

    

① 受験申込書 

3 か月以内に撮影された写真を所定の位置に貼付してください。 

 

②  作文用紙  

課題 

「市民活動への支援について」 

 

昨今の社会環境の変化により、社会的課題は日々複雑化・多様化していま

す。その一方、NPO 法人数は少子高齢化の影響などをうけ減少傾向にありま

す。 

そこで、これからの市民活動に対して市民活動推進センターはどのような支

援を行うべきと考えますか。さらに、市民のセンター利用をどのように促進し

ていくべきと考えますか。あなたの考えと理由を記述してください。 

また、上記の考えを実行するに際して、あなたは市民活動推進センターの職

員としてどのように関わるのか、理由と合わせて具体的に記述してください。 

備考 

・②の作文用紙に 1,000 文字以内で自筆（黒インク又は黒ボールペンを使用）

でお書きください。                       

【参考】市民活動推進センターホームページ               

https://www.n-vnpo.city.nagoya.jp   

 

③ 返信用封筒 1枚（第一次試験の結果・受験票送付用） 

※ 110 円切手を貼り、ご自分の住所・氏名を記載してください。 
 

    

 

 

  

〔郵送宛先〕  

〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 18番 1号 ナディアパークデザインセンタービル 6 階 

      名古屋市市民活動推進センター 

 

http://#


４ 選考の日程等 

 （1）選考の流れ 

 

 （2）試験内容 
試験 日程 試験内容 配点 

1 次試験 申込みと同時に提出 作文試験 120 点満点 

2 次試験 令和 7年 1 月 29 日（水） 面接試験 180 点満点 

   ※各試験において得点が一定水準に達しない場合は、総合得点に関らず不合格となります。 
 

（3）試験の会場及び集合時間（2次試験） 
    2 次試験は、1次試験通過者へ 1次試験結果とあわせてお知らせします。 

 （4）各試験結果の通知 
結果は文書にて通知します。1次試験結果は、令和 7年 1月 18 日（土）に発送、2次試

験結果は令和 7年 2月 28 日（金）に発送します。   

最終合格者については、あわせて本市公式ウェブサイトに受験番号を掲載します。 

 （5）その他 

     「６ 試験結果の提供」を除き合否に関する問い合わせには一切お答えしません。 
 
５ 最終合格から採用まで 

（1）採用は令和 7 年 4 月 1 日を予定しております。（採用後 1 月間は条件付採用期間となり

ます。） 

（2）任用期間は、令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31 日までとなります。 

なお、勤務実績に応じて翌年度も再び任用される可能性があります。（最大 4回まで） 
（3）本選考により採用候補者となった方は、最終合格発表の日から令和 8 年 3 月 31 日まで

成績順に採用候補者名簿に登載され、上位の方から採用し、辞退等があった場合は次順位

の方を採用します。（採用候補者がすべて採用されるとは限りません。） 
（4） 受験資格がないことや申込書類に不正があることが判明した場合には採用しないこと

があります。 
 

６ 試験結果の提供 

試験の成績については、名古屋市個人情報保護条例第 9条の規定に基づき、口頭で提供を

申し出ることができます。提供は閲覧により行います。 

1 次試験 

不合格者 

・1 次試験順位 

・1 次試験得点 

・1 次試験通過基準点 

提供期間 注意事項 

各試験の結果発表日から

その翌月同日まで 
   
（受付時間は月曜日を除く

午前 9時から午後 5時まで） 

市民活動推進センターにお

いて、必ず受験者本人が来庁

し、運転免許証、旅券等の身

分証明書（写真のあるもの）

を提示して口頭で申し出て

ください。 

2 次試験 

不合格者 

・総合順位 
・総合得点 
・最終合格基準点※ 

   ※合格者が１名の場合は提供しません。 
  

12月24日～1月14日
申込期間

1月18日
1次試験通過者発表

1月29日
2次試験（面接）

2月28日
最終合格者発表



 

７ 勤務条件 

報酬 

月額 174,912 円から 227,289 円（地域手当相当報酬を含む。）の範囲で、

高校卒業後の年数に応じて決定 
他に通勤手当に相当する費用弁償、期末手当、勤勉手当を支給 
【報酬の例】 

高校新卒 高校卒業後 5 年 高校卒業後 13 年 
（上限） 

174,912 円 204,289 円 227,289 円 

※令和 6年 12 月現在。採用されるまでに報酬関係の条例等の改正が行

われた場合には、その定めるところによります。 

勤務時間 

【火曜日から土曜日】午前 8時 45 分から午後 9時 45 分の間で交代勤務 

【日曜日・祝日】午前 8時 45 分から午後 6時 15 分の間で交代勤務 

※週あたりの勤務時間は 30 時間、1日 7時間 30 分とし、勤務時間の途

中に休憩時間を設けます。 

※センター開館日・開館時間 

 月曜日、年末年始（12 月 29 日から 1月 3日）を除く毎日 

 火曜日から土曜日 午前 9時から午後 9時 30 分 

 日曜日・祝日 午前 9時から午後 6時 

休日 
月曜日及び 4週間につき 8日 

※祝日相当日及び年末年始（12 月 29 日から 1月 3日）は休みです。 

休暇 年次休暇、忌引休暇及び介護休暇等 

社会保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、公務災害補償あり 
 
８ 個人情報の取扱い 

採用選考に際して提出された書類等は一切返却しません。なお、採用選考において取得した

個人情報は、採用選考及び採用に関する事務以外の目的では使用しません。 

 
 

〈問合せ先〉 

  （所属名）名古屋市スポーツ市民局地域振興部市民活動推進センター 

  （住所）〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 18 番 1 号 

ナディアパークデザインセンタービル 6階 

（電話番号）052-228-8039   （Fax 番号）052-228-8073 

（受付時間）月曜日を除く午前 9時から午後 5時まで 

 


